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次世代(グリーン)冷媒 : オゾン層破壊効果 [無し] 温室効果 [小]

CO2

Air

HFO

NH3

HC

Blend

低温・高温領域：空調用途にはエネルギー効率から不向き

超低温用途（-60℃倉庫など）：エネルギー消費効率悪い

冷凍・冷蔵倉庫（現在は二次側にCO2利用）
環境省補助事業での冷凍・冷蔵倉庫では主流

家庭用冷蔵庫（冷媒としての効率は良い）
一体型ショーケースに一部利用
＊市場でフロンをプロパンに入替のケースあり（要注意）

炭素が二重結合であるため分解しやすい→低GWP
単独で利用出来るのは、カーエアコン、ターボ

効率を上げるためHFOとR32などとの混合：微燃性
現在各社が混合冷媒を様々検討
R448A（R32と5種混合）
R463A（R32と5種混合）

（アンモニア）

（炭化水素）

（ハイドロフルオ
ロオレフィン）
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（二酸化炭素）

（ 空 気 ）

（ 混  合 ）

空調用として安全・安価な
次世代冷媒は未開発
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CFC機生産 CFC機使用

HCFC機生産 HCFC機使用

HFC機生産 HFC機使用

新冷媒機生産

CFC生産

HCFC生産

HFC生産

HFC機サービス

規制による冷媒の変遷とHFCの競合問題

・CFC段階的生産削減中、機器メーカはHCFCを使用、補充冷媒との競合なし
・HCFC段階的生産削減中、機器メーカはHFCを使用、補充冷媒との競合なし
・HFC段階的生産削減中、機器メーカはHFCを使用、補充冷媒との取合いが起こる
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HFC機生産と
サービス
の重複期間 グリーン冷媒

空調用

下記はグリーン冷媒が現時点で存在

・冷凍倉庫（補助事業）：アンモニア、CO2
・ショーケース（補助事業）：CO2
・ターボ冷凍機新規（400台／年）：HFO
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改正フロン排出抑制法 （令和2年4月1日 改正施行）

機器廃棄時のフロン回収率(令和元年度38%)
が上がらない

罰則の強化 (直罰化)

書面の保存義務を強化

立入検査の強化

法改正は回収率を向上させるため
≪関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄 時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みへ≫

令和２年度廃棄時回収率50％目標(2016年閣議決定）

も令和４年度の実績値は4４％
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実効性のある
規制実施
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出展：令和２年 経済産業省オゾン層保護等推進室 環境省フロン対策室 運用の手引き 資料

フロン排出抑制法 ライフサイクル
フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制対策を規定する法律

•フロンガスを使用している
 機器類は 確実に管理する

•フロンガスは地球温暖化
 に影響をもたらすので、
 放出しない
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業務用冷凍空調機器の使用時漏えい対策の重要性
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9
管理者が行うべき事項（機器使用時）

１.機器の種類や台数の把握

２．機器リストの作成

 ３．定期点検、簡易点検の確実な実施と
点検整備記録簿の作成
（廃棄後3年間保存義務）

指示

フロン排出抑制法の最終責任は管理者にあります。

管理者
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出展：環境省 令和3年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会の資料
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① 解体工事元請業者は、建物解体時に特定製品の有無を事前確認し、その結果を
書面（事前確認結果説明書）で発注者(管理者)に説明を行なうとともに交付し、
その書面はお互いに３年間保存を行う。

（１）機器廃棄時の取組

① フロン類回収を充塡回収業者に必ず依頼する。  [違反] 50万円以下 罰金(直罰）

② 回収依頼書、引取証明書は3年間保存する。  [違反] 30万円以下 罰金(直罰）

③ 廃棄機器を引き渡す場合、引取証明書の写しを引取業者

(産廃 処理業者やリサイクル業者等）へ交付する。  [違反] 30万円以下 罰金(直罰）

④ 機器の点検記録簿は、機器を廃棄後3年間保存する。

管理者が行うべき事項(機器廃棄時) ①

（２）建物解体時の取組
都道府県による解体工事現場立入

⇒強化の方向
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管理者も元請業者も事前確認結果説明書の保
存は、交付後３年間！！

元請業者が行うフロン機器に関する事前説明を受け
その書面(事前確認結果説明書）保存する

※事前確認結果説明書 様式

確実に保存できるよう管理する体制が
必要になっています。

特
定
解
体
工
事
発
注
者

①解体工事の発注

②元請業者はフロン機器の有無の
確認を行い、発注者に対し書面を
交付して説明しなければならない。

事前確認結果
説明書

写しの保存保存

特
定
解
体
工
事
元
請
業
者

※

事前確認結果
説明書

管理者が行うべき事項(機器廃棄時)②
（建物解体時に廃棄する場合）
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改正フロン排出抑制法違反で警視庁が全国初の検挙 (2021年11月9日)

被疑者 A、被疑法人甲 （廃棄者）
法令で定める事項を記載したフロン回収についての
委託確認書を 交付しなかった。
罰則: 30万円以下の罰金
両罰: 30万円以下の罰金

被疑者 B・C、被疑法人乙 （解体工事業者）
解体工事に関して、第一種特定製品である
エアコンディショナーに冷媒として充填されている
フロンガスを大気中にみだりに放出した。
罰則: 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰: 50万円以下の罰金

個人だけでなく法人も両罰として
 罰則対象に！

011_t01_00.pdf (meti.go.jp)

 企業への信用失墜のリスク
： 法遵守・コンプライアンス
： SDGｓ/環境への取り組み姿勢

各種メディアで報道！

出展：第11回 産構審 分科会(フロン類等対策WG)への東京都提出資料より

参考事例①
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https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/seizo_sangyo/kagaku_busshitsu/flon_godo/pdf/011_t01_00.pdf
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フロン排出抑制法違反で逮捕 (2022年11月9日)
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フロン類満タンのエアコン解体か 容疑の業者「客が来なくなると…」：朝日新聞デジタル (asahi.com)

参考事例②

金属回収業者
フロン排出抑制法違反で逮捕
法人として書類送検

金属回収業者へ取引依頼した側
依頼した社員と法人が書類送検

事件化は全国で2件目
逮捕は初！

東京都 フロン対策講習会(令和4年12月)講演資料

https://www.asahi.com/articles/ASQC944GDQC9UTIL00C.html?iref=pc_ss_date_article
https://www.asahi.com/articles/ASQC944GDQC9UTIL00C.html?iref=pc_ss_date_article
https://www.asahi.com/articles/ASQC944GDQC9UTIL00C.html?iref=pc_ss_date_article
https://www.asahi.com/articles/ASQC944GDQC9UTIL00C.html?iref=pc_ss_date_article
https://www.asahi.com/articles/ASQC944GDQC9UTIL00C.html?iref=pc_ss_date_article
https://www.asahi.com/articles/ASQC944GDQC9UTIL00C.html?iref=pc_ss_date_article
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出典：「中央環境審議会 地球環境部会 2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会」＆「産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 地球環境小委員会 中長期地球温暖化対策検討ワーキンググループ」
   「代替フロン等4ガス対策の状況」参考資料より
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立入検査
の強化

2024年9月20日 
中央環境審議会WG資料より 
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出典：「中央環境審議会 地球環境部会 2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会」＆「産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 地球環境小委員会 中長期地球温暖化対策検討ワーキンググループ」
   「代替フロン等4ガス対策の状況」参考資料より

立入検査
の強化

2024年9月20日 
中央環境審議会WG資料より 
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東京都フロン対策講習会資料より  (令和5年12月11日、12日)

フロン対策講習会資料掲載ﾍﾟ ｼーﾞ
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/collection_trader/ko-syu.html
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立入検査の強化

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/collection_trader/ko-syu.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/collection_trader/ko-syu.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/cfc/collection_trader/ko-syu.html
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18フロン管理～ 資産として棚卸 確実に法令遵守

ＨＦＣの生産削減 ： 今後も使う空調冷凍機器の整備の為に

貴重なフロンの漏洩防止、回収徹底

フロン排出抑制法 ： 罰則強化、コンプライアンス徹底

フロンと機器類について確実な資産管理が必要

DXの活用による電子化が確実・効率的

冷媒管理システムＲａＭＳ 
(Refrigerant Management System)
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・・・大手企業、団体にて導入が進み、
政府関係資料や新聞記事でも採り
上げられる

https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
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19
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東京都 フロン対策講習会(令和6年2月)講演資料
･･･３万台の機器を登録、運用開始
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冷媒管理システムＲａＭＳ 
(Refrigerant Management System)

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき

措置 について定める計画」（令和3年10月22日）において、

閣議決定資料*に「RaMSの活用などの電子化に取り組むよう努める」と記載  

* http://www.env.go.jp/press/110088.html 資料1及び3

日刊工業新聞(令和6年9月16日付)１面において、旭化成様が全社でRaMS導入を

進めフロンを一元管理するとの記事掲載

令和６年9月20日 中央環境審議会・産業構造審議会の合同会議において、環境省フ

ロン対策室長 より「RaMSへの登録による機器情報の管理の推進」についてご説明

  https://www.jreco.or.jp/data2/20240930.mp4 (動画抜粋）

https://www.env.go.jp/council/content/i_05/000253288.pdf (資料P18参照)

日刊工業新聞

https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001176825.pdf
http://www.env.go.jp/press/110088.html
https://www.jreco.or.jp/data2/20240930.mp4
https://www.env.go.jp/council/content/i_05/000253288.pdf
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